
 県中小企業制度資金 

ふ く し ま 事 業 承 継 資 金 
 

 

 事業の承継を行う方（事業承継）や、事業承継に伴い事業内容の見直しや新事業を

始める方を対象とした融資制度として、「ふくしま事業承継資金」を創設しました。

ぜひご利用ください。 

 ■ 対 象 者 Ａ 一般枠 

① 県内に事業所を有する中小企業者で、事業承継を行おうとする者

又は承継後５年未満の者。  

         ② 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による大臣の

認定を受けた県内に事業所を有する中小企業者、法人の代表者個

人、又は他の中小業者の事業を承継しようとする個人（個人事業主

に該当せず、かつ、法人の代表者でないもの）。 

  Ｂ 無保証人枠 

   ① Ａを満たす者で、融資にあたり経営者保証を付さないことを条件

とするもの。 

② 事業承継特別保証制度に定める次のア又はイに該当し、かつ、ウ

に該当する中小企業者。 

ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当する

ことに加え、本制度１回目の保証日（ただし、貸付実行されたもの

に限る。）から３年以内に保証申込みを行うものに限る。 

ア 信用保証協会の保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定す

る事業承継計画を有する法人。 

イ 令和２年１月１日から令和７年３月３１日までに事業承継を実

施した法人であって、事業承継日から３年を経過していないもの。 

ウ 次の(ア)から(エ)までに定める全ての要件を満たすこと。なお、

(ア)から(ウ)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決

算によるものとし、(エ)については、信用保証協会への申込日（注

１）に満たしていることを要するものとする。 
(ア) 資産超過であること 
(イ) ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率（注２）が１５倍以内であること 
(ウ) 法人・個人の分離がなされていること 
(エ) 返済緩和している借入金がないこと 
（注１）申込日が、中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４

号）第２条第６項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他
の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の
収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る
期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支
えない。ただし、令和２年経済産業省告示第３６号により経済産
業大臣が指定した事由として指定した期間中（経済産業大臣が延
長したときは、その延長した期間を含む。）である場合において
は、令和２年経済産業省告示第４９号により経済産業大臣が認め
た場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。 

（注２）ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率 

＝（借入金・社債－現預金）÷（営業利益＋減価償却費） 

 

 



■ 融資限度 運転・設備資金 １億円（併用時は１億円限度） 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた場

合、２億円 

■ 融資期間 １０年以内（据置１年以内） 

■ 融資利率 固定 年１．３％以内 

 ■ 保 証 料 必ず信用保証協会の保証付きとなります。（責任共有制度対象） 

  特定経営承継準備関連保証を利用する場合 0.55％ 

区 分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

信用保証料率 1.05% 0.95% 0.80% 0.65% 0.55% 0.50% 0.40% 0.20% 0.05% 

事業承継特別

保証制度の要

件を満たす者 

1.15% 1.00% 0.85% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 

事業承継特別

保証制度の要

件を満たす者

の内、下記の条

件を満たす者 

0.00％ 

      また、事業承継特別保証制度の要件を満たす者で、中小企業信用保険法施行

規則第２０条第２項に規定する経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再

委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者（専門家）から事業

の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況に関する全ての項目につい

て確認を受けた中小企業者については信用保証料を徴収しない。 

 ■ 担  保  審査により担保が必要となる場合があります。 

■ 保 証 人 法人 原則として１名以上、個人 必要により（原則第三者保証人は不要） 

       ただし、対象者Ｂの場合、承継後の経営者を保証人とすることは不可 

 ■ 申込み先 県内の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未

来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ

農業協同組合及び会津よつば農業協同組合） 

※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。 

 

  ＜問い合わせ先＞ 
   県庁 商工労働部 経営金融課 
   電話 ０２４－５２１－７２８８  ＦＡＸ ０２４－５２１－７９３１ 
   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 福島県中小企業制度資金 で検索してください。  


